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保
険
料（
税
）の
減
額・免
除

コロナ
対策

　

国
民
健
康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、介
護
保
険
料
は
申
請
に
よ
り
減

免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対

象
と
思
わ
れ
る
方
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
者

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

　
①
世
帯
の
主
な
生
計
維
持
者（
以
下「
生

計
維
持
者
」）が「
死
亡
」ま
た
は「
重

篤
な
傷
病
」を
負
っ
た
場
合

　
②
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
な
ど
※
の

減
少
が
見
込
ま
れ
、次
の
全
て
に
該

当
す
る
方

・
令
和
3
年
中
の
事
業
収
入
な
ど
※

が
、令
和
2
年
に
比
べ
て
3
割
以
上

減
少
す
る
見
込
み

・
減
少
見
込
み
の
事
業
収
入
な
ど
※
以

外
の
令
和
2
年
の
所
得
の
合
計
額

が
4
0
0
万
円
以
下

・
令
和
2
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
，
0
0
0
万
円
以
下（
介
護
保
険

は
除
く
）

※
事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
・
山
林
収

入
・
給
与
収
入
の
こ
と（
保
険
金
・
損

害
賠
償
金
な
ど
に
よ
る
補
て
ん
額
の

控
除
後
）。

▼
対
象
期
間　

令
和
3
年
度
の
保
険
料

（
税
）で
、納
期
限
が
令
和
３
年
４
月
1

日
〜
令
和
4
年
3
月
31
日
の
も
の（
年

金
か
ら
の
天
引
き
の
場
合
は
、年
金
支

払
日
が
基
準
）

▼
減
免
額

　
①
に
該
当
す
る
場
合
：
全
額
免
除

　
②
に
該
当
す
る
場
合
：
次
の
と
お
り

　
　
・
前
年
合
計
所
得
金
額
が
3
0
0
万

円
以
下
：
対
象
保
険
料（
税
）額
を

全
額
免
除

　
　
・
前
年
合
計
所
得
金
額
が
3
0
0
万

円
超
：
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

対
象
保
険
料（
税
）額
を
20
〜
80
％

減
額

　
　
・
前
年
合
計
所
得
金
額
が
2
1
0
万

円
以
下
：
対
象
保
険
料（
税
）額
を

全
額
免
除

　
　
・
前
年
合
計
所
得
金
額
が
2
1
0
万

円
超
：
対
象
保
険
料（
税
）額
を

80
％
減
額

　
　
　
事
業
な
ど
の
廃
止
・
失
業
の
場
合

は
、合
計
所
得
金
額
に
か
か
わ
ら
ず

対
象
保
険
料（
税
）額
は
全
額
免
除
。

▼
受
付
期
間

　

７
月
中
旬
以
降〔
保
険
料（
税
）決
定
通

知
書
の
到
着
以
降
〕

問
・
国
民
健
康
保
険
税

（市）
税
務
課
市
民
税
係

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（市）
医
療
保
険
課
福
祉
医
療
係

・
介
護
保
険
料

（市）
介
護
保
険
課
保
険
給
付
係

国
民
健
康
保
険・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

介
護
保
険
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く
ら
し

募
　
　
集

相
　
　
談

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

子
育
て

教
室・講
座

催
　
　
し

施
　
　
設

教
室・講
座

飲
食
店
の
時
短
営
業
に
よ
り

影
響
を
受
け
た
事
業
者
を
支
援

コロナ
対策

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

緊
急
事
態
宣
言
に
伴
う
飲
食
店
の
時
短
営

業
に
よ
り
、大
き
な
影
響
を
受
け
、売
上
が

大
き
く
減
少
し
て
い
る
市
内
の
卸
売
業
者

な
ど
に
対
し
、市
の
独
自
対
策
と
し
て
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　
次
の
要
件
の
ほ
か
、一
定
の
要
件
の
全

て
を
満
た
す
中
小
企
業
者

　
・中
小
企
業
基
本
法
第
２
条
に
規
定
す

る
中
小
企
業
者

　
・市
内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ
る

　
・令
和
3
年
１
月
に
発
令
さ
れ
た
緊
急

事
態
宣
言
に
伴
う
営
業
時
間
短
縮
要

請
に
伴
い
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
協
力
金
の
支
給
対
象

と
な
っ
た
飲
食
店
と
直
接
の
取
引
が

あ
る

　
・令
和
3
年
１
〜
３
月
の
い
ず
れ
か
の

月
の
売
上
が
、平
成
31
年
ま
た
は
令

和
２
年
の
同
月
と
比
較
し
て
30
％
以

上
50
％
未
満
減
少
し
て
い
る

　
・国
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
の
影
響
緩

和
に
係
る
一
時
支
援
金
の
給
付
対
象

者
で
な
い

　
・県
の
営
業
時
間
短
縮
要
請
に
よ
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
協
力
金
の
給
付
対
象
者
で
な
い

　
・市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

▼
給
付
額（
１
事
業
者
に
つ
き
１
回
、定
額
）

　
法
人
事
業
者　
30
万
円

　
個
人
事
業
主　
15
万
円

▼
申
請
方
法

　
給
付
金
支
給
申
請
書
に
必
要
書
類
を

添
付
し
、郵
便
物
の
追
跡
が
で
き
る
簡

易
書
留
や
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
プ
ラ
ス
で
三

木
商
工
会
議
所
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

　
８
月
20
日
㈮
ま
で（
当
日
消
印
有
効
）

問
・三
木
市
時
短
営
業
飲
食
店
取
引
先
支

援
給
付
金
事
務
局（
三
木
商
工
会
議
所
）
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・（市）
商
工
振
興
課
中
小
企
業
振
興
係

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に

は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
令
和
3

年
度（
7
月
分
〜
令
和
4
年
6
月
分
）の
免

除
な
ど
の
受
付
は
7
月
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月
分

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
年
金
が
受
け
取

れ
な
い
な
ど
の
不
利
益
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、速
や
か
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の　
年
金
手
帳
に
加
え
て
次

の
も
の
が
必
要
で
す（
郵
送
で
提
出
す

る
場
合
は
、各
書
類
コ
ピ
ー
可
）。

　
・
失
業
し
た
方
：
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど

　
・
倒
産
し
た
方
：
廃
業
届（
受
付
印
の

あ
る
も
の
）な
ど

　
・
個
人
番
号
に
よ
る
申
請
を
す
る
場

合
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る

も
の
、運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真

付
き
で
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

▼
対
象
者

学
生
以
外
の
免
除
を
希
望

す
る
方（
所
得
制
限
あ
り
）

▼
申
請
方
法

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止

の
た
め
、郵
送
で
の
申
請
を
活
用
し
て

く
だ
さ
い
。

　
市
役
所
3
階
市
民
課
や
吉
川
支
所
市

民
生
活
課
、日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付
の
上
、

郵
送
ま
た
は
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
継
続
申
請
し
て
い
る
場
合

　
令
和
2
年
度
に
全
額
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
認
め
ら
れ
た
方
が
、令
和
3

年
度
以
降
も
継
続
を
希
望
し
て
い
た
場

合
は
、申
請
は
不
要
で
す
。

9
月
末
ま
で
に
明
石
年
金
事
務
所
か

ら
、該
当
す
る
方
に
は「
期
間
延
長
承

認
通
知
書
」、該
当
し
な
い
方
に
は「
期

間
延
長
不
該
当
通
知
書
」が
送
付
さ
れ
、

後
日
、「
納
付
書
」も
送
付
さ
れ
ま
す
。

な
お
、該
当
し
な
い
方
で
も
一
部
免
除

を
希
望
す
る
場
合
は
、改
め
て
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
（市）
市
民
課
年
金
係

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
は
7
月
が
更
新
月

国民年金

▲ ホームページ
　はこちら

▲ホームページ
　はこちら


